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衆
議
院
議
員
高
市
早
苗
君
提
出
台
風
十
二
号
被
災
地
の
復
旧
対
策
及
び
今
後
の
防
災
対
策
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
社
会
資
本
整
備
に
つ
い
て
は
、
国
民
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
も
の
か
ど
う
か
を
見
極
め
、
真
に
必
要

な
も
の
を
戦
略
的
か
つ
重
点
的
に
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
た
め
に
必
要

り
ょ
う

な
道
路
の
整
備
、
橋
梁
の
改
築
及
び
修
繕
、
水
害
・
土
砂
災
害
対
策
等
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
利
用
人
数
を
ベ
ー
ス
と
し
た
「
Ｂ
／
Ｃ
」
」
と
は
、
費
用
便
益
比
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
道
路
整

備
の
効
果
は
、
費
用
便
益
比
で
算
定
し
て
い
る
走
行
時
間
の
短
縮
等
に
と
ど
ま
ら
ず
、
災
害
時
の
救
助
及
び
救
援
活
動
の
支

援
、
緊
急
物
資
の
輸
送
等
多
岐
に
わ
た
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
現
在
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
道
路
の
果
た
す
防
災
面
の
機
能
を
適
切
に
評
価
す
る
手
法
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
検
討
結
果
等
を
踏
ま
え
、
道
路
事
業
の
多
様
な
目
的
及
び
効
果
に
見
合
っ
た
評
価
手
法

の
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

一



二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
七
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ

い
て
の
激
甚
災
害
並
び
に
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号
）

に
よ
り
、
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
（
以
下
「
激
甚
災
害
等
の
指
定
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

激
甚
災
害
等
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
省
庁
及
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
被
害
状
況
の
調
査
の
結
果
等
に
基
づ
き
、

じ
ん

じ
ん

指
定
基
準
（
「
激
甚
災
害
指
定
基
準
」
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
七
日
中
央
防
災
会
議
決
定
）
及
び
「
局
地
激
甚
災
害
指
定

基
準
」
（
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
中
央
防
災
会
議
決
定
）
を
い
う
。
）
を
満
た
す
も
の
を
指
定
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
被
害
状
況
の
把
握
に
お
い
て
簡
素
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、
今
後
と
も
、
速
や
か
に
、
激
甚

災
害
等
の
指
定
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
「
土
砂
ダ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
午
後
二
時
現
在
、
十
七
か
所
で
確
認
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
う
ち
五
か
所
に
つ
い
て
は
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
土
砂
災
害
防
止
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
緊
急
調
査
を

実
施
し
、
水
位
計
や
監
視
カ
メ
ラ
等
の
設
置
に
よ
り
土
砂
災
害
の
監
視
や
警
戒
を
行
い
、
避
難
体
制
の
確
保
に
努
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
緊
急
調
査
を
実
施
し
た
五
か
所
の
う
ち
、
満
水
と
な
り
越
流
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
緊
急
に
対
応
す

る
必
要
性
の
高
い
奈
良
県
五
條
市
大
塔
町
赤
谷
及
び
和
歌
山
県
田
辺
市
熊
野
の
二
か
所
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
に
よ
る

排
水
等
の
緊
急
的
な
対
策
工
事
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
午
後
二
時
現
在
、
お
尋
ね
の
道
路
及
び
橋
梁
に
つ
い
て
は
、
三
重
県
、
奈
良
県
及
び
和
歌
山

県
（
以
下
「
三
県
」
と
い
う
。
）
で
八
百
を
超
え
る
箇
所
の
被
害
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
調
査
の
進
�
に
応
じ
増
え

る
見
込
み
で
あ
る
が
、
通
行
規
制
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
が
管
理
す
る
国
道
で
は
、
最
大
で
十
九
区
間
あ
っ
た
通
行
止

め
区
間
の
全
て
で
通
行
規
制
が
解
除
さ
れ
て
お
り
、
三
県
が
管
理
す
る
国
道
で
は
、
最
大
で
六
十
四
区
間
あ
っ
た
通
行
止
め

区
間
が
二
十
四
区
間
に
減
少
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
土
砂
災
害
に
つ
い
て
は
、
三
県
で
八
十
七
か
所

三



の
被
害
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
同
省
に
お
い
て
は
、
再
度
災
害
の
防
止
の
観
点
か
ら
の
技
術
指
導
等
を
目
的
と
し
て
、
同
省
国
土
技
術
政
策

総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
の
職
員
等
か
ら
な
る
専
門
家
を
現
地
に
派
遣
し
、
今
後
の
対
策
等
の
検
討
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
同
年
九
月
八
日
に
同
省
及
び
三
重
県
で
「
熊
野
地
域
公
共
土
木
施
設
復
旧
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を
、
同
月
九

日
に
同
省
及
び
奈
良
県
並
び
に
同
省
及
び
和
歌
山
県
で
「
道
路
復
旧
支
援
チ
ー
ム
」
を
そ
れ
ぞ
れ
発
足
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
現
在
、
同
省
に
お
い
て
、
三
県
に
お
け
る
被
災
施
設
等
の
復
旧
工
法
の
検
討
を
行
う
等
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
三
県
の
被
災
施
設
等
の
早
期
復
旧
に
向
け
て
全
力
で
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
各
教
育
委
員
会
及
び
各
学
校
に
お
い
て
、
学
習
面
で
の
配
慮
等
を
含
め
、
適
切
に
対
応
さ
れ
る
も

の
と
考
え
て
い
る
が
、
被
害
の
状
況
や
各
教
育
委
員
会
か
ら
の
要
望
等
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
も
必
要
な
支
援
に
つ
い
て

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

四



三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

今
後
、
被
害
状
況
が
明
ら
か
に
な
る
中
で
、
財
政
措
置
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
の
予

備
費
の
活
用
や
平
成
二
十
三
年
度
第
三
次
補
正
予
算
へ
の
必
要
な
経
費
の
計
上
も
視
野
に
入
れ
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
予
算
概
算
要
求
の
提
出
期
限
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
末
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
、

各
府
省
庁
か
ら
財
務
省
へ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
被
災
地
の
林
業
再
建
に
当
た
っ
て
は
、
林
道
の
復
旧
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
今
後
と
も
、
関
係
地
方

公
共
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
被
害
の
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の

暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
に
基
づ
く
災
害
復
旧
事
業
等
に
よ
り
、
早
急
に
林
道
の

復
旧
が
行
わ
れ
る
よ
う
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
被
災
地
の
観
光
関
連
産
業
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
観
光
庁
に
お
い
て
、
観
光
事
業
者
に
対
し
、
公
的
金
融
機

五



関
に
よ
る
融
資
等
の
支
援
策
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
関
連
す
る
調
査
研
究
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
う
ち
特
に
深
層
崩
壊
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
基
に
、
全
国
の
深
層
崩
壊
推
定
頻
度
マ
ッ
プ
を
公
表
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
今
後
は
、
深
層
崩
壊
の
頻
度
が
特
に
高
い
と
推
定
さ
れ
る
地
域
を
中
心
に
更
に
調
査
を
実
施
す
る
な
ど
、
学
術
的

に
未
解
明
な
部
分
が
多
い
大
規
模
土
砂
災
害
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
科
学
的
知
見
の
蓄
積
を
図
る
べ
く
、
引
き
続
き
、

調
査
研
究
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

五
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
大
規
模
土
砂
災
害
の
「
監
視
」
及
び
「
警
戒
」
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
の
確

立
の
た
め
の
具
体
的
な
予
算
措
置
を
行
う
予
定
は
な
い
が
、
土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く
緊
急
調
査
の
実
施
や
土
砂
災
害
緊

急
情
報
の
通
知
等
を
通
じ
て
土
砂
災
害
の
監
視
や
警
戒
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
正
確
か
つ
迅
速
な
情
報

の
把
握
及
び
提
供
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

六



政
府
と
し
て
は
、
「
防
災
基
本
計
画
」
（
昭
和
三
十
八
年
六
月
十
四
日
中
央
防
災
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
地
形
、
災
害

に
対
す
る
安
全
性
等
に
配
慮
し
た
避
難
場
所
の
確
保
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
も
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
適
切

に
対
応
す
る
よ
う
促
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

引
き
続
き
、
今
般
の
災
害
に
係
る
避
難
の
実
態
を
把
握
し
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
間
伐
後
に
放
置
さ
れ
た
木
」
に
よ
る
被
害
の
状
況
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
林
野
庁
に

お
い
て
は
、
森
林
管
理
・
環
境
保
全
直
接
支
払
制
度
等
に
よ
り
、
可
能
な
限
り
伐
採
木
を
林
外
に
搬
出
す
る
間
伐
を
推
進
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
残
存
木
や
枝
条
等
が
斜
面
下
部
へ
流
出
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
木
柵
等

や
、
渓
流
に
流
出
し
た
流
木
を
捕
捉
す
る
た
め
の
施
設
を
設
置
す
る
等
の
流
木
災
害
の
防
止
対
策
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

七


